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―元介護者の視点からの検証― 

 

真部 光子 

 

 

1 序論 

 

1.1 問題意識とリサーチクエスチョン 

近年、日本の超高齢化社会の進行と共に認知症高

齢者の増加が問題視されている。認知症は多くの原

因（現在は研究途上）により脳細胞が変化して、生

活する上で何らかの支障が生じている状態が半年以

上継続している症状を示す1)と言われている。場所

や日時の見当識を失うだけでなく、季節感や寒暖が

判断出来なくなる。足腰が丈夫な人の場合、外出す

れば行方不明や交通事故に遭う危険も大きい。また、

金銭管理が出来なくなるなど、認知症（疑いも含む）

高齢者の増加は大きな社会問題となり、一般の関心

も高まっている。 

厚生労働省の 2018年度の資料によると、全国の 65

歳以上の高齢者のうち認知症になる人が、2025 年に

は約 700万人（約 20％）になると試算されている（厚

生労働省老健局 2018年）。わが三鷹市の高齢化率は

2019年 4月現在 21.8％（全国 28.2％）、65歳以上の

市民の実数は 40,991 人である。このうち要介護 1～

5の認定を受けている人は約 5,000人。更に、この中

で認知症の診断を受けている人の割合は 31.4％(人

数ではおよそ 1，600人)と想定される（三鷹市 2020：

3，225）。尚、この数字はあくまで行政が把握してい

る範囲から算出されたもので、認知症そのものが、

「病気」と認識されずに看過されることが多い以上、

実態はもっと深刻だと考えるべきだろう。 

2019 年春に都立高校を定年退職した筆者は、フ

リーの立場を活用して地域活動したいという希望を

実現するべく、同年冬に市内で開催された「認知症

サポーター養成講座」に参加した。その時の冊子の

表紙を図 1 に示す。翌 2020 年 3 月に今回のまちづ

くり研究員に応募した。テーマとして認知症介護問

題を選んだのは、1994 年に実母（当時 78 歳）が認

知症となり、20 年近く介護をしたからである。2002

年(母は 86 歳の時)に調布市のグループホームに入

居出来てから 7 年間は安定して過ごした。当時三鷹

市にまだグループホームがなかったのである。2009

年にやっと三鷹市の特養の入所順が母に回ってきて、

亡くなるまでの 4 年間は地元で過ごすことが出来た。

それまで約 20 年間に三鷹市と近隣市区の十数か所

の特養・老人保健施設・有料老人ホーム他を回った

が、それは筆者が教員の仕事と子育てをしながら認

知症の母を看るためには施設介護に頼らざるを得な

かったからである。三鷹市にグループホームがあれ

ば、ずいぶん助かったのにと何度も考えた。現在、

市内には 7 か所のグループホームがあると聞くと、

隔世の感がある。又、サポーター養成講座のサブタ

イトルにある「認知症にやさしいまち三鷹をめざし

て」の言葉が皮肉にも響いたことは事実である。こ

の言葉を本論のタイトルに借用することとした。以

図 1 筆者が参加した講座のパンフレット 
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上は問題意識の背景となる個人的経験である。 

果たして三鷹市はこの 20 年で、本当に「認知症

にやさしいまち」となったのか。 

「やさしい」と客観的に判断するとしたら、どんな

基準で見るべきか。たとえば認知症が疑われる家族

がいるときに相談窓口が分かりやすいところにある、

在宅介護が限界になる前に希望者は施設入所できる、

などの基準が考えられる。実体験を持つ者の強みを

最大限に生かし、自分の経験を起点として、「果たし

て三鷹市は認知症介護者にもやさしいまちになった

のか」というリサーチクエスチョンへと発展させな

がら考察したい。 

 

1.2 先行研究と「介護者」「在宅」の定義 

今回の研究に当たり、当初筆者が気づいていな

かった言葉の定義の問題に突き当たった。『「認知症

高齢者」を介護する人の問題を取り上げるとき、そ

の介護者は、「在宅介護者」である』という認識を多

くの研究者がもっているのである。例を挙げると、 

「我が国における認知症高齢者の介護者支援の現

状と課題」（大谷明弘，塚本博之，加城貴美子，角谷

ふみ江，春日井美知代 2019）の冒頭、1．はじめに 

の中で「認知症高齢者を在宅で介護する介護者の介

護負担感は・・」（下線筆者）、「認知症高齢者の家族

介護者に対する介入研究に関する文献検討」（菅沼真

由美，新田静江 2012）の冒頭、Ⅰはじめに の中で、

「在宅で生活している認知症高齢者の介護を担っ

ている家族介護者は」（下線筆者）という文章で論文

がそれぞれ始まっている。したがって、かつての筆

者のような立場の介護者に関する研究はまだ注視さ

れていないものであると考えられる。 

こういったアプローチはもちろん、在宅で大変な

苦労をしながら認知症の高齢者を実際に介護する人

たちの精神衛生面や行政からのサポートを考えるの

に大切な視点であるのは理解できる。筆者はそれを

批判する意図はないが、これらの介護者支援が前面

に出てくるのはそれが顕在化しているからであろう

と予測できる。 

本論では筆者自身の個人的な経験を主軸に置いて

リサーチクエスチョンを立てているために、介護者

が「就労」していて、平日日中「在宅」出来ないが、

認知症の親を介護しなくてはならないという立場か

ら考えることとする。 

 

1.3 立場の整理 

 こうした「介護者」「在宅」の定義にあたり、ここ

でその背景となる筆者の介護当事者としての立場や

意識の変化を整理しておきたい。 

20 年前はダブルケア+外勤は珍しいと言われた。

筆者の母は急激に認知症が進み、足腰は丈夫だった

ため、ひとときも目を離せない状況だった。筆者が

在宅で介護できたのは筆者自身の 2 人目の子供の育

児休業中だけであり、職場復帰後は日中の母の安全

をどうやって守るか苦慮した。現在ほどサイトで検

索するのは容易でなく、平日日中にケアマネさんや

ヘルパー派遣会社に電話しなくてはならなかった。

後で述べるように母の介護を十数か所に依頼するこ

とになったのは、筆者が外勤介護者だったためであ

る。「認知症高齢者を介護する人は、当然、在宅介護

者だろう」という見方だけでは見えてこない、認知

症介護者をとりまく実態について、在宅から施設入

所までを含む家族介護者の視点で検証することにし

たのは、こうした事情からである。 

その観点から思い返すと、現在の地域包括支援セ

ンターの前身である「在宅介護支援センター」とい

う名称には筆者はずっと違和感を抱いていた。国の

介護保険制度導入時にも（急増するであろう施設介

護希望を抑制するためか）「在宅」での介護のための

サービスを拡充するとうたっていたと記憶する。 

しかし今回、本研究の調査を進めていくにつれ、

筆者の中の「在宅介護」の意味合いが少しずつ変化

してきた。それは次に述べる調査の内容からも影響

を受けた。 

聞き取りの過程で、ある包括支援センター長に教

えて頂いた資料が大変参考になっている。三鷹市で

令和 2 年 3 月に発行された、「令和元年度 三鷹市

高齢者の生活と福祉実態調査報告書」である。令和

元年秋の時点で市内在住の 65 歳以上約 4 万人のう

ち 4000 人に行った調査なのでかなり精度が高いと

思われる。この問 29「仮にあなたが寝たきりのよう

な状態になった時には、どのようにしたいですか」

に対し、「現在の住まいで」40.6％  「特養ホームな

どの施設」25.0％となっている（三鷹市 2020：55）。

一方、全国レベルの調査（内閣府 平成 24 年）では、

三鷹まちづくり総合研究所まちづくり研究員による研究
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「治る見込みがない病気になった場合、どこで最期

を迎えたいか」という問いには半数以上（54.6％）

が「自宅」と答えているという。（結城康博 2015：

165）この調査に答えた人の多くが元気であることか

ら、調査対象の健康状態や年齢分布によっても回答

は異なるだろう。筆者自身も「自分ごと」として考

えるとやはり可能な限り「自宅で」と思うだろう。

認知症になった母が、本当はどう思っていたのか、

確かめるすべはない。「認知症の本人にやさしい」こ

とと、「認知症介護者にやさしい」ことは同一視でき

ない可能性がある。そういう新たな視点から見直す

と、「在宅介護」を‘公助に頼らず自助でやってほし

い’という行政の都合だとばかり考えず、ご本人や

ご家族の選択肢の一つとして考えることも必要に

なったと言えるのである。 

 尚、認知症施策を担当する厚生労働省が出してい

る『認知症施策推進大綱』に“介護者の仕事と介護の

両立支援”がうたわれている（厚生労働省 2019：17）。

研究としては介護者の定義に今後の発展を期待する

が、行政の視野には既にきちんと入っているようで

ある。前出の「三鷹市報告書」によると、認知症には

限らないが、要介護認定をされている人を介護する

人の「就労状況」を調査している（前掲書 P.204）。内

閣府のウェブサイトによると、『介護離職の現状と課

題』(2019 年 1 月)と題して、大規模な調査が行われ

ている。こうした視点は特に都市部では今後ますま

す必要になるだろう。これについては 4の本論で「介

護離職」問題として後述する。 

 

1.4 研究方法・調査の企画設計 

 リサーチクエスチョンの視点を客観的な視座へ高

めるために、文献研究とインタビュー調査（対面）

を交互に行う手法をとった。これにより、過去と現

在を比較する明確な問題点があぶり出されたと考え

る。 

 ① 三鷹市内の認知症介護の現状の聞き取り調査 

市内全 7 ヵ所の地域包括センターなどで聞き

取り調査を行った。特に地域包括支援センター

の調査の協力者はいずれもベテランの介護従

事者であり、筆者が比較したい 20 年前の実態

をご存知の方も多かった。 

 ② 上記調査対象を実際の介護者に広げる（介護者

談話室など） 

ご多分に漏れず、本論執筆時の 2020 年 4 月以

降はコロナ禍の影響を大いに受けた。特に利用

者家族の聞き取りに関しては予定より大幅に

縮小せざるを得なかった。 

 ③ 文献による調査 

 

1.5 全体の構成 

1 の序論でリサーチクエスチョンを提示し、2 の先

行研究レビューでこれまでに同様のテーマが研究され

ているかを検証。3で実際に行った調査内容を示す。4

で、リサーチクエスチョンから 3の調査を分析して考

察し、5は結論として言えることと提言をまとめた。6

は本研究の振り返りと今後の展望を示した。 

 

2 認知症介護の歩みを振り返る 

 

2.1 三鷹市の認知症ケア 20年間の変化 

2000 年に介護保険制度が施行され、要介護度に応

じて介護が受けられるためのシステムの運用が全国

的に開始された。2004 年には、それまで「痴呆症」

と呼ばれていたのが「認知症」という呼称に改めら

れたことで一般への周知が進んできた（厚生労働省 

2004）。マスメディアにも頻繁にとり上げられるよう

になってきたのはこの時期だと記憶している。 

三鷹市が武蔵野市と協働して「三鷹・武蔵野認知

症連携ワーキンググループ」を組織したのは 2008 年

のことである（長谷川浩，神崎恒一 2013）。筆者の

聞き取り調査対象であったお 1 人は、このグループ

のメンバーであった。このグループによる「情報交

換シート」（2010 年運用開始）が、2012 年に厚労省

より発表された「認知症ケアパス」（認知症に関する

相談先やサービスの流れを標準的に示したもの）に

先行して稼働していた。三鷹市は武蔵野市とともに、

自治体としては国よりも早期に取り組みを始めてい

たと言える。 

 

2.2 筆者の介護経験（1994～2013）を客観的に

振り返る 

筆者が母を介護した期間について、世間の当時の動き

と合わせてここに時系列に並べる。（下線が世間の動き） 

1994 年 2 月 筆者の母 A子（78 歳）が認知症を
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1.5 全体の構成 
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発症 （筆者一家と同居後） 
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2009年 A子は大腿骨骨折で入院し、退院後グルー

プホームは退居。調布市内の老人保健施

設を経て、同年 8 月に三鷹市の特別養護

老人ホームに入所 

2013 年 A 子 老衰のため逝去 享年 97 

以上のように振り返りつつ本研究を進めてみると、

筆者の母 A 子が認知症になった時期はまさに三鷹市

において認知症ケアが草創期だったことがわかる。

前半期は制度が追い付かずに本人も家族も苦労した。

呼称の変更は当事者にとって大きな変化だった。筆

者の母は大正生まれの数少ないキャリアウーマン

だったので、その人を、病名とはいえ「痴呆」と呼

ぶことは本当に辛く、腹立たしい経験である。「認知

症」がベストかどうか賛否はあるようだが、呼称の

変更が制度やサービスの向上に繋がった例のひとつ

ではないかと思われる。 

2000 年の介護保険制度開始に伴って少しずつシス

テムが機能し始め、劣悪な老人ホーム等が淘汰され

て、筆者の母は安定した晩年を過ごすことができた。 

 

3 調査内容 

 

 本章では、三鷹市内の地域包括支援センター等で

行った、介護事業者や行政担当者への聞き取り調査の

結果を述べるとともに若干の筆者分析を加えていく。 

 

3.1 三鷹市内の地域包括支援センター等への

聞き取り 

本項では、市内の包括支援センターのセンター長

や主任介護支援専門員などに対して行ったインタ

ビュー調査結果として、介護事業に長年にわたって

従事してきた専門家が、この 20 年の変化をどのよ 

うにとらえているのかを明らかにしていく。現在

と比較する対象の 1990 年代からすでに 20 年以上経

過しているため、期待していなかったが、実際に調

査すると多くの方が現在は現場経験豊富な専門家と

なっている。実際に多くの要介護者と家族を見てき

て、認知症介護を取り巻く状況がこの 20 年でどう

変化してきたか、三鷹市はどのくらい「認知症にや

さしいまち」になってきたのか、そうでないのかを、

多角的に語ってくださった。 

調査対象は、市内の全 7 か所の包括支援センター

のすべて（A,B,C,D,E,G,I）と、居宅介護支援事業所

1 か所（F）、コミュニティホーム 1 か所（H）である。

すべての包括支援センターには三鷹ネットワーク大

学からご紹介をいただいた。聞き手として可能な限

り、介護者目線で代弁をしつつ、聞き取り内容を掘

り下げたつもりである。表 1 に、聞き取りご協力者

について属性等の概要を示す。実施年は 2020 年。 

用意した質問は 6 項目（6 番目のみ後日差し替え

た）で、対話しながら答えてもらって録音し、後日

まとめた。質問内容と主な回答は次の通りである。

(  )内の数字は回答数。 

Q1：（2000 年の介護保険制度開始の頃の状況をご存

知の方がいる場合）当時と現在の三鷹市を比較

して、認知症介護者を支える仕組みはどのよう

に変化したと感じるか。何が改善され、何が途

上にあるのか。（ご存知の方が不在の場合） 数

年前と比べて仕組みは変化したか。 

① 改善された (7)  主なコメント 

  ・介護保険以前の「措置」から「契約」になり、

デイサービスの回数が増えた。(B) 

  ・誰でも認知症になり得ることが知られてきて、

早めに受診しようという風に変わった。(D) 

  ・家族にとって、使えるサービスの幅が増えて、 
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仕事も続けやすい。こぢんまりした地域密着

サービスが増えた。(E) 

  ・包括支援センターが浸透し、相談窓口が分か

りやすくなった。(H) 

② どちらとも言えない (2) 

  ・改善はされてきたが、まだ不十分の部分あり、

現在進行形。（F） 

・期待したほどではないが、変わってきた。（I） 

 【筆者分析】 この質問には考え込む人が多く、

インタビューの後半になって付け加えられたコ

メントもあった。現場の介護事業者として、行

政の動きや利用者の反応に思うところは大きい

ようだ。共通しているのは、「改善されてきた、

しかし地域社会の要望に応えきれていない」と

いうものである。 

  「三鷹市は果たして認知症介護者にもやさしい

まちになったのか」というリサーチクエスチョ

ンを立てた筆者の問題意識に重なるところが大

きかった。 

Q2：『知ってあんしん 認知症ガイドブック』は、利

用者及び家族に周知されているか。 

① そう思う (0) 

② そう思わない (5) 主なコメント 

  ・認知症の当事者が自分の症状を受容出来てい

ないと、この冊子を渡せない。これを本人に

渡せるようなものに変えることを検討してい

る。(B) 

・情報をとれる人は（ガイドブックを）持って

いるが、（困りごとに）直面する人に届いてい

ない。 (C) 

  ・ほとんどの方はこれを見る前に調べている。

実は使えるものなのに周知が足りない。(F) 

③ どちらとも言えない (3) 

・認知症と診断がつくと最初に渡すもの。包括

と医療機関には渡しているが・・・ (A) 

・まだ有効に使われていない。他の市や区でも同

様のものが出来ている。意見を言ってもらった

方がよい。(G) 

  ・何も知らない人が見るのに適したガイドブッ

ク。 (H) 

 【筆者分析】 現場の方々が「このガイドブック

は便利なので我々は活用しているが、利用者さ

んに周知出来ていない」と感じているのは、広

報のやり方に問題があると思われる。 

Q3：認知症サポーターが増えて、一般的にも認知症の

人に対する偏見や誤解は少なくなったと感じる

か（ここ数年）。 

① そう思う (5) 主なコメント 

・私たち（介護施設職員）が認知症の症状を説

明できるようになったのは、認知症サポー

ター講座が出来てからのこと。(A) 

  ・メディアが取り上げて、認サポの講座での 40

代 50 代の意識が変わったのを感じる。(D) 

・サポーターが増えたり、マスコミが取り上げ

表 1 聞き取り協力者の属性 

月日 所属 お名前 現在の肩書 経験年数等 

8/31 A 包括 A さん センター長 平成 8 年より 25 年目 

8/31 B 包括 B さん 主任介護支援専門員、

副課長 

25 年目 

9/1 C 包括 C さん 主任介護支援専門員 ケアマネ 10 年、包括 5 年 

9/3 D 包括 D1 さん 

 

D2 さん 

主任介護支援専門員、

副課長 

社会福祉士 

包括 12 年、トータル 27 年  

 

包括 13 年、全 16 年 

9/3 E 包括 E さん 主任介護支援専門員 包括 3 年め、居宅ケアマネ他 12 年、

全 20 年以上 

9/14 F 居宅介護 F さん 主任介護支援専門員 病院、老健、包括、全 19 年 

9/18 G 包括 G さん センタ―長 現職は平 19～、他市でケアマネ、全 20年 

9/24 H 小規模 H さん センター長、看護師 現職 3 年目、介護と看護で合計 20 年 

7/30 I 包括内 訪問看護 I さん 所長 20 年以上 
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て一般の人が理解しやすくなった。(H) 

② そう思わない (1) 

・サポーターには（時間や経済に）余裕のある

人が多い。講座で事業を回した実績だけで、

本質的にその人材を生かす仕組みづくりが出

来ていない。(C) 

③ どちらとも言えない (2) 

・偏見や誤解は少なくなったが、近所に認知症

の方がいて迷惑を受けたら、それを受け入れ

られるかという問題に直結していない。(A) 

・偏見は少なくなってきたが、持つ人は持つ。

(F)  

 【筆者分析】 筆者自身もサポーター養成講座を

受けた一人として感じていたことが、介護事業

者の方にも問題として認識されているのが分

かった。 

Q4：実際に自分の家族が認知症になると、制度や

サービスを利用することに抵抗がある人はい

るのか。以前よりは減ったのか。 

① いると思う (1) 

・特に高齢者夫婦は、無料ではなくお金を払う

ことに抵抗がある。(F) 

② ほとんどいないと思う (6) 主なコメント 

  ・抵抗を示すのは家族だが、確実に減った。(A) 

・20 年前は重度になってからの相談だったが、

最近は軽い状態で相談に来てくれる。(B) 

・抵抗はなくなった。使えるサービスは使いた

いという 40 代、50 代が増えた。(H) 

③ どちらとも言えない (2) 主なコメント 

・家族は情報をとりに行けるが、本人は反比例

して閉じこもり、家族は疲弊する。(C) 

・時代が変わって使えるサービスが増えて、近

所で知識がある人も増えた。しかし抱える人

は抱えてしまう。（I）  

 【筆者分析】 回答者の多くが、この質問に対し

て「確かに抵抗を示す人は減った。しかし我々

が期待するほどサービスが浸透していない」と

いうニュアンスで語ってくれた。一方、地域包

括支援センターという場で相談に乗ってくれる

事業者が増えたことは、筆者の介護経験時より

ははるかに「やさしいまち」に近づいたと言え

る。 

Q5 ：介護者が家族の場合、どういう立場の人が中

心か。（そういう調査をしているか） 在宅で

介護する人、施設介護を選ぶ人、介護離職に

追い込まれる人などのデータはあるか。 

（この問いに対しては多様な回答になったため、

コメントの抜粋を載せる） 

・介護者は多様化している。孫もいる。自分の

子供が key person の場合が多い。(G) 

  ・統計はないが、男性介護者が増えてきた。(B) 

  ・多いのは配偶者。老老介護となっている。(E,H) 

・介護離職は男女ともある。「このままだと仕事

が続けられない」という相談あり。(B) 

  ・（認知症のご本人に）お子さんがいない人が多

い。きょうだいが看ているケース多い。(F) 

  ・（包括の対象地域に関して）老老介護が増え、

片方が亡くなって独居になる世帯が 25％、介

護者の割合は、嫁が減って息子が増えている。

（I） 

  ・男性介護者は仕事のように介護をするので、

きちんと模範的。しかしその分ストレスがた

まる。仕事先しかコミュニティがないために、

地元で介護するための交流が少ない。（I） 

 【筆者分析】 筆者が介護した 20 年前は介護者の

大多数が女性で、男性は珍しかった。しかし近

年では介護者の多様化で男性が増加傾向にある

ことが、聞き取りでも裏付けられた。三鷹市で

もこういう傾向を受けて、男性介護者向けの談

話室も用意されている（次項 3.3 で後述）。 

在宅で介護する人、施設介護を選ぶ人、介護離職

に追い込まれる人などのデータについては、「データ

はとっていないが、介護離職に関する問題意識はあ

る」という回答であった。 

なお、前半の時期（A～E）は、これらに加えて、
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取り組みに対して、約 20 年前よりは確実に前進し

ている現状を認めつつ、現場ではまだ課題を抱えて

いる姿が浮き彫りになった。 

 

3.2 三鷹市内の介護者談話室等での聞き取り 

筆者が約 20 年前に母の介護をしていた頃は‘介

護者談話室’といった場は存在しなかったと思う。

しかし現在、三鷹市内には社会福祉協議会が主催す

る「介護する家族のための場」が、全部で 8 種類あ

る（『知ってあんしん 認知症ガイドブック』令和 2

年度版：15）。その中には、男性介護者向けの談話室

もある。 

本論文執筆中はコロナ禍のため、軽食を伴う「カ

フェ」は中断しており、それ以外の介護者のための

談話室が、人数を制限して予約制で再開するように

なった。筆者は現在は介護をしていないので、まち

づくり研究員の調査のためとお伝えし、参加人数に

余裕がある場合に 10 月末までに 3 回参加すること

ができた。現在介護に追われる日々を送るご家族、

最近介護した家族を亡くした人などの生生しいお話

しは胸に迫るものがある。 

こういう場が筆者の介護の頃にあったら、それだ

けでも介護者のストレスの軽減になったのではない

か。この点では確実に、おそらく三鷹市だけでなく、

認知症介護に関する行

政サービスは進んだと

言える。 

 ただし、残念なこと

に、これらの談話室やサ

ロンは平日日中の開催

に限られる。当時の筆者

のような、外勤のある介

護者には利用できない

のである。 

 

3.3 行政の担当課への聞き取り  

 調査の最終段階として、実際に三鷹市内で認知症

のご本人やご家族からの相談窓口の代表格である、

市の健康福祉部高齢者支援課の職員お二人に聞き取

りを行うことができた。回答者は高齢者支援課の中

堅職員とベテラン保健師で、地域包括センタ―への

聞き取り修了後の 11 月末に行った。市の担当者は

当然のことながら、現在の状況に関する専門家なの

で、過去との比較ではなく現状の問題点について

語ってもらった。 

 その中で印象的だったのは、筆者が用意した

「『知ってあんしん 認知症ガイドブック』制作の

きっかけは何か。この冊子の周知のしかたを検証し

ているか」という質問に対する回答だった。 

「最初の発行は平成 28 年……現在、令和 2 年版

ができたので、5 冊目。制作のきっかけは平成 27 年

の政府の『新オレンジプラン』の中の、『認知症ケア

パス」で提示されたので、三鷹市でも作ることになっ

た。杏林大学の神崎先生始め、沢山の方に関わって

もらい、評判が良い。毎年改定している。利用者の

声については、直接集めてはいない。策定は、杏林

大学病院のものわすれ外来の専門チームが中心。冊

子の評価までは調べていないが、おおむね好評。周

知については、『令和元年度 三鷹市の高齢者の生活

と福祉実態調査報告書』で三鷹市在住の 65 歳以上

の 4，000 人に尋ねたアンケートの中で、「認知症ガ

イドブック」を知らないと答えた割合は 79.2％あっ

た（三鷹市 2020：37）」（下線筆者） 

 【筆者分析】 三鷹市が、単純に市内在住者の年

代で区切っておこなったアンケートでは、65 歳

以上と言えども、『認知症ガイドブック』を知ら

ないし、気にかけないということが分かったの

は驚きだった。つまり、多くの人たちは「自分

ごと」でなければ関心を示さないのである。一

方、「知らない」状況を放置しておくのは問題が

あると言えるだろう。これについても後の項目

で述べる。 

 

3.4 認知症関連のガイドブック比較―近隣自

治体 

 前項で登場した三鷹市の『知ってあんしん 認知症

ガイドブック』 並びに、三鷹市と接している近隣

自治体の同系統の冊子は図 2 の通りである。 

どの自治体も三鷹市のものと同様に様々な工夫を

施して、認知症に関する正しい知識や行政サービス

の周知を図っている。内容の分かり易さや冊子の入

手し易さの比較は本論では扱わない。各自治体とも

公式ホームページからダウンロードできるように

なっている。2000 年当時の認知症介護状況を知る筆
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者にとって、この変化は確実にそれぞれの自治体が

「認知症にやさしいまち」へと移行しつつあること

を実感できる発見であった。 

 

4 本論：分析及び考察 

 

 ここまでの調査と分析をまとめると、本論文のテー

マである認知症介護問題が解決してきた側面、未だ途

上にあるもの、過去と現在で形を変えた側面の三点に

なる。以下それぞれの側面に考察を加えていく。 

 

4.1 三鷹市において認知症介護問題はどこまで

解決したか 

「どこまで解決したか」を判断する材料に、現に

利用する当事者の声があまり入っていないのは、

2020 年のコロナ禍においてはやむを得なかった。し

かし行政側だけの意見に偏らないよう、聞き手の筆

者が可能な限り、当時の介護者の立場に戻って、過

去から現在につながる問題点に焦点を当ててきたつ

もりである。 

前項 3.2 で地域包括支援センターへの聞き取りを

まとめると、2000 年の介護保険制度開始頃と現在を

比べて、おおむね「状況は改善されてきた、しかし

地域社会の要望に応えきれていない」と答えている。

特に地域包括支援センターが市民の間に浸透し、窓

口が分かりやすくなったことは多くの方が異口同音

に「改善された」と認めるポイントである。筆者は

2000 年以前に複数回市役所に足を運び、複数のケア

マネさんの意見を聞くなどしたので、地元の 1 か所

の包括で相談がほぼ完結できる現在のシステムは大

三鷹市 調布市 世田谷区 

杉並区 武蔵野市 小金井市 

図 2 近隣自治体の冊子 
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きな進展だと考える。 

また、在宅で介護する場合も複数の在宅サービス

を受けると、金額的には施設入所より安くなり、以

前よりも選択肢が増えたのは確かである。 

2008 年には市内の杏林大学病院に「もの忘れ外来」

ができ、現在は「認知症疾患医療センター」として

三鷹市と近隣 5 市の拠点型医療センターとなってい

る。パンフレットには「認知症かどうか気になるが

どうしたらよいか」という相談から受け付けるとう

たっていて、高度な専門性のある病院であっても相

談窓口として心理的ハードルを下げる努力をしてい

るのが分かる。 

筆者の母は認知症になる以前にはかかりつけ医が

杏林大学病院の内科の先生だったので、その頃（1990

年代）にこの窓口が出来ていれば、何か所も病院を

回らなくて済んだかも知れない。当時は近隣の区の

病院（複数）での母の症状の診断が、アルツハイマー

か、脳血管性かで分かれていた。現在は研究が進ん

だので、そういうことはほぼ起こらないであろう。 

 

4.2 現在も解決しない問題の有無 

 聞き取り対象の多くの方が「独居高齢者」特に経

済的に厳しい状況の方が介護サービス以前のセイフ

ティネットから漏れてしまう問題を挙げていた。こ

の問題は、筆者と母の場合に当てはまらないため、

本論としては直接扱えないが、問題が現に存在する

ことは強調しておきたい。 

 

4.3 20年前と現在で形を変えた問題 

 本論のための調査を進めるうちに、本論文のリ

サーチクエスチョンから更に発展した数多くの問題

があぶり出されてきた。次の 4 つに集約しておく。 

 ① 『知ってあんしん 認知症ガイドブック』（三

鷹市発行）の存在 

 これは前項 3.3 で紹介したように最初の発行が平

成 28 年で、令和 2 年度まで 5 回の版を重ねている。

こういう冊子がなかったころに右往左往していた筆

者には、現在の介護者がうらやましいと思えるほど、

内容が充実している。 

ところが、この冊子の存在を市内の 65 歳以上の 8

割近くが「知らない」と答えたのは問題である（3.3

参照）。三鷹市自身が積極的にアンケート調査で問題

点を発見して数値化する姿勢は評価できる。良いも

のを作っても利用されるまでの周知が足りないのは

もったいないことである。ある地域包括の方も「（利

用者が）知らないことでサービスが使えないという

風にしたくない、知っていて使わない選択があるの

は良い。そのために広報をしていく」と言っていた。

役立つ冊子が出来ているのに、広報の仕方に課題が

あると言えるだろう。 

 ② ｢認知症サポーター」の未活用 

 聞き取り調査の中で、ある地域包括の職員の方が

「私たち職員が認知症サポーターの講座を受けてか

ら、利用者の方に認知症の症状をきちんと説明でき

るようになった」ということを知ったのは筆者には

意外であった。「認サポ」は介護施設職員以外の一般

の人向けの啓蒙的なものと考えていたからである。

しかし認知症研究は日々進展しているので、ある時

点での最新情報を得られるというメリットが専門職

の方々にもあるようだ。 

 一方、「地域包括」というくくりの中だけでもすべ

ての人が「認サポ」の在り方にもろ手を挙げて賛同

しているわけではない。同じく 3.1 の聞き取りの意

見には「サポーターになる人は余裕のある人が多い。

講座で（認サポの）事業を回した実績だけで、本質

的にその人材を生かす仕組みづくりが出来ていな

い」（太字筆者）という声に、関係者は耳を傾けるべ

きだと思う。サポーターの正確な数を出すのは難し

い、一人で10回20回受ける人もいるといった話も、

前項には載せていないが聞こえてきている。 

 若いサポーターを増やす試みも市内の小中学校で

始まっている。2020 年現在はコロナ禍でストップし

ているようだが、「総合」などの授業の一環で「認知

症」に対する正しい認識を若い人たちにも持っても

らい、ゆくゆくは介護職を目指す人が増えてほしい

ということのようだ。 

 ③ 介護と医療の連携について 

 このテーマは個人が 1 年間で研究するには大きす

ぎるものではあるが、筆者の介護時代の後半、介護保

険開始以後、病気やケガ（骨折）などで何度も認知症

の母を病院に送ったり付き添ったりする経験の中で

感じていたのが、介護と医療の間にある「壁」のよう

なものである。この問題意識は現場で指導的な立場

の人もお持ちである（市川一宏ほか 2019：73）。 
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こういう冊子がなかったころに右往左往していた筆

者には、現在の介護者がうらやましいと思えるほど、

内容が充実している。 

ところが、この冊子の存在を市内の 65 歳以上の 8

割近くが「知らない」と答えたのは問題である（3.3

参照）。三鷹市自身が積極的にアンケート調査で問題

点を発見して数値化する姿勢は評価できる。良いも

のを作っても利用されるまでの周知が足りないのは

もったいないことである。ある地域包括の方も「（利

用者が）知らないことでサービスが使えないという
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を除いた形で引用したために、無駄に、言い切りの
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になるように確実に動いているということなら異論
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すさ」と「希望する人が施設入所できる」の 2 点を

挙げた。ある部分は確かに、介護保険以前と比べて
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下がった。三鷹市の認知症介護に対するサービスの

幅が増えて、在宅介護者にも勤労介護者にとっても

選択の幅が広がった。 

 その一方で「最大公約数の人には良いサービスに

なったとしても、そこから漏れた人たち（独居や生

活保護の高齢者など）へのサービスはむしろ後退し

ているのではないか」という意見に、行政は耳を傾

けて欲しいと考える。 

 「認知症にやさしいまちをめざして」いさえすれ

ば、不完全な部分、不足する点を改善しなくてよい

免罪符とはならない。「やさしいまち」となるための

更なる取り組みが必要であろう。前章 4.2 と 4.3 

三鷹まちづくり総合研究所まちづくり研究員による研究

159



11 

で述べた内容をまとめて、以下の提言をしたい。 

(1) 認知症介護者サロン（談話室）の拡充 

現在の平日日中だけでなく、平日夜間と休日に

も開く。行政機関だけでなく、民間等の団体を活

用する。コロナ禍で定着しつつあるリモート会議

形式を利用すれば、3.2 で述べたような、当時の

筆者のような勤労介護者、また男性介護者の方々

のストレス軽減・情報交換等に役立つと思われる。 

(2) 「認知症サポーター」の活躍の場をつくる 

上記(1)の介護者談話室等の運営など。 

(3) 認知症介護と医療の連携を更に進める 

利用者の声を聴き、施策に生かす。他職種連携

に市民参加の道を。 

 

6 本研究の限界と反省及び展望 

 

 まちづくり研究員として応募したいと考えた

2020 年 1-2 月頃は、コロナ禍がこれほど我々の生活

や活動を制約するとは思っていなかった。報道にあ

るように介護施設は家族の面会さえ制限しているの

で、筆者のような完全な部外者はそこに出入りする

などほぼ不可能であった。しかし、そんな中でも 6

月頃から問い合わせを開始すると、三鷹ネットワー

ク大学の担当者の口添えもあって、どの施設も筆者

の聞き取り調査に快く応じてくださった。感謝して

もしきれない思いである。 

現在（2021 年）の状況はまだコロナ禍のさなかで

はあるが、本研究はコロナ以後も続くであろう恒久

的な問題に焦点を当てたつもりである。個人で行う

ため、そもそも市が行うような大規模なアンケート

は不可能であり、考えなかった。組織でなく一個人

だからこそ可能な、筆者ならではの視点を生かした

質的社会調査である聞き取りから得られた成果は大

きい。 

 最後に、聞き取り協力者のお一人の言葉をここに

記しておきたい。 

「認知症にやさしいまち三鷹というプロジェクトの

趣旨は、認知症を排除するのではなく、認知症が世

の中にあるのが当たり前という雰囲気を三鷹市全体

に作りたいということである」 

 「Living labo（リビングラボ）という言葉がある。

自分が暮らしていることが研究そのものになる。真

部さんのような市民の目線に介護スタッフが教わる

ことは大きい」 

 二つ目は研究員としての筆者に向けられた有難い

言葉である。もし次の研究の機会があれば、この言

葉をかみしめて行いたいと考えている。 

 

[注] 

1）2019 年 12 月三鷹市で実施 認知症サポーター養成講

座用冊子「認知症を知ろう！！」P.12 
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プロフィール 

真部 光子 

都立高校の英語教員を 2019 年に定年退職。在職

時、二人目の子どもの育児休業中から実母が認知

症となり、ダブルケアを経験。仕事と両立するた

めに 1994～2013 年の約 20 年間、認知症の母を受

け入れてくれる施設を、延べ十数か所利用した。

その経験を元に、現在はかなり整備されたと言わ

れる三鷹市の認知症介護の現状を検証したいと考

えて、2020 年にまちづくり研究員に応募した。今

後も認知症介護と予防のための地域活動を続けて

いきたい。 
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